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地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、令和６

年度第１回及び第２回定期監査の結果に基づく措置を講じた旨通知があった

ので、別紙のとおり公表する。 
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国分寺市長丸山哲

令和6年度第1回及び第2回定期監査結果報告書の提出につい

て(報告)

' をも

廳 e

�■
�£"SsSs�.

', �-V一, Tご-�:プねI '-.fS�XSrJ.SSV !( I

令和6年12月23日付け国監発第21号及び令和7年3月26日付け国監発第33

号で提出された監査の結果に基づき、別紙のとおり措置を講じましたので報

告します。



令和6年度第1回定期監査の結果に関する報告書(総務部)

(防災安全課)

1資金前渡を受けた現金の管理について

資金前渡を受けた現金について、国分寺市会計事務規則(昭和39年規

則第9号)第74条に規定する現金出納簿が作成されていなかった。適正

な措置を講じられたい。

(措置内容)

資金前渡金受払簿を作成し、資金前渡金の管理を撒底します。

2防犯カメラの設置運用基準変更届について

防犯カメラの設置運用基準変更届が、届出の内容の変更日以降に提出

されていた。国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

(平成27年規則第88号)は、届出の内容を変更しようとする日の14日

前までに市長に届け出ることを規定しているため、十分に確認し事務を

行われたい。

(措置内容)

防犯カメラ設置運用基準の内容を変更する場合は、届け出の内容を変

更日の14日前までに、防犯カメラ設置運用基準変更届を提出するよう設

置団体へ周知を図っていきます。

3消防団運営交付金について

国分寺市消防団運営交付金実績報告書の作成後に、各分団において支

出に係る領収書が破棄されていた。領収書は、実績報告書の内容を註明

する後日の証拠として必要なものであるため、実績報告書の保存年限で
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実態は年3回の開催となっていた。同規則に基づき、適正に事務を行わ

れたい。

(措置内容)

令和6年10月より、産業医は每月1回以上作業場を巡回し、事業場安

全衛生委員会は起月1回以上開催することにより、適正に事務を行うよ

う改めました。

(課税課)

1資金前渡を受けた現金の管理について

資金前渡を受けた現金にっいて、国分寺市会計事務規則(昭和39年規

則第9号)第74条に規定する現金出納簿が作成されていなかった。適正

な措置を講じられたい。

(措置内容)

前渡金により切手を購入しており、未作成であった現金出納簿を作成し

令和7年度より運用しております。

(納税課)

1 資金前渡を受けた現金の管理について

資金前渡を受けた現金について、国分寺市会計事務規則(昭和39年規

則第9号)第74条に規定する現金出納簿が作成されていなかった。適正

な措置を講じられたい。
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令和6年度第2回定期監査の結果に関する報告書(建設環境部)

1様式について(道路管理課、下水道課、綠と公園課、環境対策課)

使用している様式が、事務処理の根拠となる規則が規定する様式とは、内

容の一部が異なっていた。事務処理を行う際には、例規で定められた様式が

使用されているかの確認を撒底されたい。また、課で取り扱う様式が、例規

と一致していろかを包括的に点検するよう努められたい。

(措置内容)道路管理課

使用している様式と規定様式には記載内容に差異があることを確認しま

した。改めて規則に基づく規定様式の使用を周知撒底し、規定様式での運用

としました。

(措置内容)下水道課

使用している様式を点検するとともに、一部異なっていた様式を修正しま

した。

(措置内容)綠と公園課

例規に定められた様式の内容と異なるものを使用していたため、例規に定

められた様式に戻し、これまで使用していた内容が異なる様式は全て廃棄し

ました。なお、様式における引用条項等について、改めて確認し、各様式に

関係条例を付すとともに、一部の様式について、引用条項の見直しを行い、

国分寺市の緑の保護と椎進に関する条例施行規則の一部を改正しました。(R

7. 4.14条例審)また、窓口にある書類やホームページに掲示されている様

式についても、例規に定められた様式に合わせました。

(措置内容)環境対策課

使用している様式が、例規と一致しているか点検を実施し、規定された様

式を使用するよう改めました。また、様式での申請があった際は、複数名で
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起案時にチュッタシートを活用することで複数人でのチュック体制を強

化することに改めました。

5主管課契約事務について(交通対策課)

主管課長が行う賃貸借契約の更新に伴う契約について、契約書に仕様書の

一部が綴られていない等の不備があった。チュック体制を強化し、適切な契

約事務を行われたい。

(措置内容)交通対策課

起案時にチェックシートを活用することで複数人でのチュッタ体制を強

化することに改めました。

6文書事務について(下水道課)

通知書送付前に起案・決裁を経ず、事後にひと月分の一覧を添付し実績報

告として、課長決裁で起案を行っているものがあった。課で取り扱う文書に

係る事務にっいて点検を行い、国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30

号)、同規程(平成元年訓令第3号)及び国分寺市事務決裁規程(昭和51年

訓令第11号)に基づき、適正に文書事務を行われたい。

(措置内容)下水道課

課で取り扱う文書に係る事務について点検するとともに、一部事務に確認

された実績報告のみ決裁処理を行っているものにっいて、通知書送付前に起

案・決裁を行うよう対処しました。

7保存樹木管理台帳について(綠と公園課)

台帳に登載している事項が、国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行

規則(昭和57年規則第26号)第17条第1号から第7号までに規定された
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10有価物.資源物売仏収入について(ごみ減量推進課)

ガラスピンに係る有価物.資源物売払収入について、事業者の過払いによ

り戻出していた。事業者より提出された報告書等を十分に照合のうえ、適切

に事務処理を行われたい。

(措置内容)ごみ滅量椎進課

指摘を受け、月報のほかに日報の提出を求め、二重、三重のチュッタを行

うよう事務処理手続きを改めました。なお、当該事業者とのガラス瓶の売払

い契約は令和6年度をもって終了していることを、申し添えます。

11国分寺市廃棄物減量等推進委員会会則について(ごみ減量推進課)

会則に、国分寺市廃棄物減量等椎進委員会設置要綱(平成17年要綱第5

号)第5条に基づき記載すべき事項の一部が記載されていなかった。要綱に

基づき必要な事項を記載されたい。

(措置内容)ごみ減量推進課

要綱に基づき、修正した会則案を作成し、令和7年4月24日開催の国分寺

市廃棄物減量等推進委員会総会に諮り、総会で承認を受け会則の修正を図っ

ています。


